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令和３年度 第２回四街道市障害者自立支援協議会 議事録 

 

開催日時 令和３年１０月１５日（金）午前１０時から午前１１時１０分 

開催場所 四街道市役所 ５階第１会議室 

出席委員 鶴岡会長 清水副会長 淺野委員 穴澤委員 岩田委員 金室委員 

     金子委員 木内委員 楠岡委員 久保木委員 倉林委員 佐野委員 

     中村委員 野口委員 橋本委員 畑山委員 山下委員 山中委員 

事 務 局 福祉サービス部長 福祉サービス部副参事 障害者支援課長 

     他事務局職員９名 

傍 聴 人 ２名 

 

―会議次第― 

１．開会 

２．議題 

 （１）基幹相談支援センターの設置に関する最終報告について 

 （２）日中サービス支援型共同生活援助の評価等に関する基準等について 

３．その他 

４．閉会 

 

―会議概要― 

１．開会 

 

２．議題 

（１）基幹相談支援センターの設置に関する最終報告について 

事 務 局：資料 No.1-1、1-2、1-3、1-4 に基づき説明 

 

会  長： ただ今の説明に対し、意見はあるか。 

 

橋本委員： ２４時間３６５日の対応というわけではなく、平日の９時から１７時の対応

ということでよろしいか。 

 

事 務 局： おおむねその通り。２４時間３６５日という部分について、現在、千葉県か

ら委託を受けている印旛中核支援センターの佐倉市のすけっとが緊急の２４時

間３６５日の相談窓口を担っている。開設後はすけっとと連携を図り、特に緊

急性のある案件については、２４時間３６５日報告を受け、迅速な解決に取り

組みたいと考えている。 
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金子委員： パンフレット等を用い、基幹相談支援センターの、情報提供を行って欲しい。

資料等はよくできているが、障害当事者にとって、自分も支援を受けられるの

だと分かるようにしてほしい。 

 

事 務 局； 今後、基幹相談支援センターの役割を、市内に住むすべての方々にどのよう

にわかりやすく伝えるかが課題。令和４年４月１日のセンター開設に向け、お

知らせ・周知の方法については引き続き検討し、十分な体制をとりたい。 

 

木内委員： 実際に基幹相談支援センターができたら何が変わるのか。 

 

事 務 局： 配布した資料について、この内容を如何にわかりやすく伝えるかは今後の課

題。十分な配慮をしていきたい。 

基幹相談支援センターに希望していた機能が十分に反映されているかどうか

については、現在、希望があった機能を担える人材を市の職員として確保できな

いか、また運営に当たっては、職員に対する教育や基幹相談支援センターの目指

すものへの理解・実行といったところが大切になってくる。 

２４時間３６５日の相談支援など、アンケートで希望いただいたこと全てを基

幹相談支援センターの機能に盛り込むことができなかったということについて 

センターとして持てる能力をいかに有効に割り振るかを考えた上での案になっ

ている。希望されていた機能については今後センター設置後の課題として、継続

して取り組んでいければと考えている。 

 

（２）日中サービス支援型共同生活援助の評価等に関する基準等について 

事 務 局：資料 No.2-1、No.2-2 に基づき説明 

 

会  長： ただ今の説明に対し、意見はあるか。 

 

木内委員： 評価の方法について、自立支援協議会の本会に事業者の方が来て説明するの

ではなく、事業者が記入したものを、自立支援協議会で評価するというような

流れか。 

 

事 務 局： 自立支援協議会での年に１回の評価について、事業者が提出してきたものを、

生活部会で補足説明や質問の場を設け、その後、自立支援協議会で評価をする

流れになる。 
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山中委員： 評価について、事業者の方ではなく、利用者からの意見も必要ではないかと

思う。 

 

事 務 局： 利用者からの意見も必要もあろうかと思うが、今回の自立支援協議会での評

価は事業者が対象になるため、利用者からの聞き取りは含まれていない。すで

に評価を実施している他の自治体の自立支援協議会での先進事例を集めるなど、

今後の評価の参考にさせていただきたいと考えている。 

 

淺野委員： 障害者虐待について、何かあった時、指定取り消しなどがあった場合、責任

の所在はこの自立支援協議会にあるのか。 

 

事 務 局： 評価の目的は、日中サービス支援型共同生活援助のサービスの質の確保・向

上にある。事故の防止については評価の基準には含まれていない。 

      事業者等の虐待通報があった場合は、市で情報を収集し、重大な虐待があっ

た場合には、千葉県の協議会で対応している。 

 

穴澤委員： 山中委員の意見にもあったが、利用者の声は非常に大事。何かケースがあっ

た時に、市がお願いした後、そこに預けっぱなしということもあると聞いた。

四街道市は預けっぱなしではなく、定期的な報告などをしていただきたいと思

う。 

 

事 務 局： 相談支援事業所において、月１回のモニタリングを実施している。そちらで

対応したい。 

 

３．その他 

事 務 局： 次回の自立支援協議会本会の開催日程については、令和４年２月１８日の開

催を予定しております。 


